
書式第 12号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 3 年度 事 業 報 告 書

特定非営利活動去人___国際子ども権利センター

1 事業の成果

2021年度は、「広げよう!子 どもの権利条約キャンペーン」に、実行委員 として、また甲斐田代表理事

が本キャンペーンの共同代表・政策提言チームのメンバーとして、数々のイベン トを通じて「子ども基

本法」の必要性および、子どもの権利に基づいた子ども庁の設置を呼びかけた。

そ うした子ども基本法の重要性を伝える活動が注目され、多くの講演会や勉強会に登壇 し、その結果、

2022年国会において、子どもの権利を推進する「こども基本法」の制定や 「こども家庭庁」の設置が

見込まれている。

カンボジア事業では、現地 NGO「 カンボジア子どもの権利保護センター(以下、CCPCR、 Cambodian

Center br the Protection of Children's Rightsの 略)」 との連携による活動を継続。 LGBTの 子ども

や外国につながる子ども、障がいとともに生きる子どもなど、マイノリティの子どもを排除しないコミ

ュニティづくりのために、初めて多様な背景を持つ子どもの権利に関するワークショップを実施 した。

これは、国内で進めている、マイノリティ(LGBTQ)の子どもの権利を子どもアドボカシーにより実現

していくという事業をカンボジアでも実施し、誰一人取り残さないという SDGs達成に寄与しようと

するものである。

また、コロナ禍の影響で長く休校になっていた小学校 3校で、非衛生かつ破損していたトイレを新し

く建設した。

国内では、シーライツの学生インターンが中心となり、『世界の子ども権利かるた』を制作した。

また、事務局のインターンが積極的に子どもの権利に関するプログ記事を投稿したり、チャイル ドライ

ツ・カフェの運営に携わった。

さらに、11月 に開催された「子どもの権利条約フォーラム 2021 inかわさき」に が実行委

員として参加したほか、インターン生を中心にかるたの分科会を開催した。また、同フォーラムで

がアンガーマネジメント分科会を主催、 は外国ルーツの子どもに関連する分科会

でコーディネーターをつとめた。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【4,409 】千円)
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開発途上地域
の子 どもの支
援事業

カンボジアで、子どもの
人身売買や性的搾取を
防止するための活動や
子 どもの権利を促進す
るための活動を展開。ま
た、コロナ禍の影響を受
けた貧困家庭への緊急
援助や、学校の トイレ改
修援助を実施 した。

4月

～3

月

カ ン ボ ジ

ア・プノン
ペン市内お

よびスバイ

リエン州

2人

学校 の生徒

や教員、人身

売 買 の リス

クが 高 い子

ども とそ の

家族、地域住

民

5,500人 1,674

開発途上地域
の子 どもの権
利状況に関す
る調査・研究・
発信事業、お
よび開発教育
事業

国内における講演活動・
広報活動・執筆や出版を
通じて、開発途上地域の
子どもの権利状況、及び
権利擁護の取組みを知
らせ、意識啓発を図っ
た。

4月

～ 3

月

国 内 2人

開発 途 上 国

の 子 どもの

現 状 に関心

の あ る不 特

定多数

約 4,380人 1,071

国連子 どもの
権利条約の普
及事業、及び
子 どもの権利
促進事業

『
る
イ
‐
フζ

虐

世界の子 ども権利か
た』を制作発行。チャ
ル ドライツカフェの
施。
待予防を目的 とした

づ く子育て
さらに、講

演活動を行

脳科学に基
講座を実施。
師 として講
った。

4月

～ 3

月

国 内 2人

子 どもの権

利 に 関心 の

あ る不 特 定

多数

約 35,883人 1,620

ネットワーク
事業

広げよう !子 どもの
利条約キャンペーン
行委員会をはじめ、様
なネ ッ トワークの会
として、政策提言・講
派遣・会議への参加等
活動を行った。

権
‐
ブヽ

々

員

師
の

4月

～ 3

月

国 内 2人

各 ネ ッ トワ

ークの会員、

議員、省庁関

係者、子ども

の権 利 に関

心 の あ る不

特定多数

約 635人 44

(2)そ の他の事業

なし

(事業費の総費用 【   0 】千円)















書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 3年度年間役員名簿 (前事業年度において■員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事栞年度における颯酬の有彙を記載した名簿 )

特定非営利活動法人 国 ども権利センター

1 確認事項 (法第 20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

日以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )

日各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

氏    名

前事業年度内の

就任期間

報酬 を受 けた期間

(該 当者のみに記入)

1
事

カイタ
｀
 マチコ

甲斐田 万智子

2021年 4月 1日

2022年 3月 31日

年   月   日

年  月  日

2
事理事・

オカン
｀
マ カツキ

岡島 克樹

2021年 4月 1日

2022年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

3
事理事・ ナク

゛
モユウタ

南雲 勇多

2021年 4月 1日

2022年 3月 31日

年・  月   日

年  月  日

4
事

オカ
｀
ワ レイコ

小川 玲子

2021年 4月 1日

2022年 3月 31日

年   月  日

年  月  日

5
事理事・

アフナカ マコト

寺中 誠

2021年 4月 1日

2022年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

6 理 事
オオコウチ ヒテ

゛
ト

大河内 秀人

2021年 4月 1日

2022年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

7
理 事

ヨシタ
゛
 ケンイチロウ

吉田 健一郎

}

2021年 4月 1日

2022年 3月 31日

年  月  日

年  月  日



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 国際子ども権利センター

氏    名

1
甲斐田 万智子

2 岡島 克樹

3 南曇 勇多

4 牧田 東―

5
小川 玲子

6 寺中 誠

7
大河内 秀人

8 吉田 健―郎

9 渡辺 奈美子

10
藤井 浩子

11

12


